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第４回戸田市男女共同参画推進委員会について 

 

とだあんさんぶるプランの中間見直しに関する説明資料となります。 

今回は、目次、第２章、第３章について、見直しを行った箇所を中心に説明します。 

 

【目次】検討項目です 

第３章 男女共同参画に関する戸田市の現状  

３ 就労分野における女性の参画状況 

ポイント：現行では「就労の状況」としていましたが、現行計画の内容が、就労分野におけ

る女性の参画状況について記載されていたため、今回の見直しでは、計画内容に合

わせ項目名を変更しました。 

 

 ４ 政策・意思決定過程への女性の参画状況 

ポイント：現行では「あらゆる分野における男女の参画状況」としていましたが、この項目

の意図をより明確にするため、項目名を変更しました。 

 

【第２章】 

１．条例の基本理念と計画の理念及び進め方 

ポイント：今回は中間見直しとなるため、計画の理念や目標などの根幹となる部分の見直し

を行いません。 

 

２．計画の目標 

ポイント：今回は中間見直しとなるため、計画の理念や目標などの根幹となる部分の見直し

を行いません。 

 

 

説明資料 
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３．計画の体系 検討項目です 

ポイント：施策２及び施策１１の見直しを行いました。 

     施策２については、現行では「男女共同参画及び多様な性に関する意識啓発」と

していましたが、性的マイノリティを含む様々な立場の人たちの人権尊重をテーマ

としていることから、「男女共同参画」の枠組みを超えた表現が良いのではと考え

られる点や、ＳＤＧｓの目標５でも使われている「ジェンダー平等」という表現が

計画策定時よりも普及してきたと感じられることから、「ジェンダー平等と人権尊

重に関する意識啓発」に変更しました。 

     施策１１については、現行では「生涯を通じた健康づくりへの支援」としていま

したが、性を尊重する意識啓発、女性の健康管理の充実及びライフサイクルについ

て記載していることから、より内容を明確にするため、「性差や年齢に配慮した健

康づくりへの支援」に変更しました。 

     なお、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が、令和６年４月１日から

施行されるため、厚生労働省からは当法律の基本方針が示されていますが、実際に

支援業務の一部を担う埼玉県では、県の基本方針を検討している段階です。今後、

県や本市の支援業務担当課の動向に応じて、体系への追記を検討していきます。 

 

 図１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律概要（出典：厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の指標 

ポイント：第４回委員会を踏まえて、第５回委員会で示します。 
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【第３章】 

１．人口と世帯の状況 

ポイント：現行の計画に記載している統計データを更新しています。この項目の統計デー

タは図１から図６までで示しており、それぞれのデータに対し説明文を記載して

います。なお、現行計画を踏襲した記載方法にしていますが、見直しが必要と考

えられる場合には、改めて見直し内容を委員の皆様へお知らせいたします。 

 

２．結婚・出産の状況 

ポイント：現行の計画に記載している統計データを更新しています。この項目の統計デー

タは図７から図８までで示しており、それぞれのデータに対し説明文を記載して

います。なお、現行計画を踏襲した記載方法にしていますが、見直しが必要と考

えられる場合には、改めて見直し内容を委員の皆様へお知らせいたします。 

 

３．就労分野における女性の参画状況 

ポイント：現行の計画に記載している統計データを更新しています。この項目の統計デー

タは図９から図１５までで示しており、それぞれのデータに対し説明文を記載し

ています。なお、現行計画を踏襲した記載方法にしていますが、見直しが必要と

考えられる場合には、改めて見直し内容を委員の皆様へお知らせいたします。 

 

４．政策・意思決定過程への女性の参画状況 

ポイント：現行の計画に記載している統計データを更新しています。この項目の統計デー

タは図１６から図１９までで示しており、それぞれのデータに対し説明文を記載

しています。なお、現行計画を踏襲した記載方法にしていますが、見直しが必要

と考えられる場合には、改めて見直し内容を委員の皆様へお知らせいたします。 
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５．計画の見直しの前提となる現状把握と課題設定 

①男女共同参画に係る法制度の改正等 

ポイント：男女共同参画やジェンダー平等に関連する法制度のうち、「第五次戸田市男女共

同参画計画～とだあんさんぶるプラン～」策定（平成 31（2019）年３月策定）以

降に成立、改正となった主な法令等を記載しています。新たに成立された法令と

して、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」及び「性的指向及びジェ

ンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（LGBT

理解増進法）」を記載しておりますが、「困難な問題を抱える女性への支援に関す

る法律」では県の基本計画が示されておらず、LGBT 理解増進法では国の基本計画

が示されていないため、現時点では、中間見直しに両法令の具体的な施策内容を

反映していません。 

 

 図２ 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に

関する法律（LGBT 理解増進法）（出典：内閣府） 
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②「第五次戸田市男女共同参画計画」策定以降の戸田市の取り組みと目標値到達度 

ポイント：計画策定以降の４年間の成果を振り返り、「第五次戸田市男女共同参画計画」の

後期において取り組むべき課題を整理しています。記載している内容については、

資料○をご確認ください。また、全ての指標については、補助資料にまとめていま

す。 

 

目標１ お互いの人権を大切にできるまち 指標に関する部分が検討項目です 

ポイント：当目標の実現に向け、施策１「身近な人からの暴力被害の根絶」、施策２「男

女共同参画及び多様な性に関する意識啓発」、施策３「男女共同参画の視点に立

った教育・学習の充実」を実施しており、それぞれの主な事業を記載していま

す。また、表１では、当目標に関する指標と令和４年度の中間値を入力していま

す。５項目の指標のうち、指標「ＤＶ相談を知っている人の割合を増やしま

す。」以外は目標値を達成していることがわかります。一方、指標「ＤＶ相談を

知っている人の割合を増やします。」は、当初値から減少しています。なお、当

該指標については、平成２９年度及び令和５年度の市民意識調査中、「現在、戸

田市が行っている次のことを知っていますか。（あてはまるものすべてに○）」の

設問に対し、当初値（平成２９年度調査）の時には「ＤＶ相談」に回答した人の

割合であり、中間値（令和５年度調査）の時には「戸田市配偶者暴力相談支援セ

ンター（ＤＶ相談）」に回答した人の割合となっています。ここから、戸田市配

偶者暴力相談支援センターという名称についての周知に工夫をこらす必要がある

と考えられます。 

 

目標２ 地域や家庭の暮らしを支えあえるまち 指標に関する部分が検討項目です 

ポイント：当目標の実現に向け、施策４「地域活動における男女共同参画の推進」、施策

５「防災及び防犯における男女共同参画の推進」、施策６「ワーク・ライフ・バ

ランスの推進」、施策７「子育てや介護を支援する体制の整備」を実施してお

り、それぞれの主な事業を記載しています。また、表１では、当目標に関する指

標と令和４年度の中間値を入力しています。７項目の指標のうち、指標「地域活

動に参加している人の割合を増やします。」及び指標「防災・災害復興対策にお

いて、性別に配慮した対応が必要であると思う人の割合を増やします。」が当初

値より減少しています。地域活動に参加している人の割合については、新型コロ

ナウイルスの影響が考えられます。また、防災・災害復興対策については、減少

値している事実がある一方、既に７０％を超える値であることを踏まえ、検討し

ていく必要があります。 

     なお、指標「ワーク・ライフ・バランスを実感している人の割合を増やしま

す。」については、平成２９年度及び令和５年度の市民意識調査中、「家庭生活の

考え方についてうかがいます。現実では何を優先しますか」の設問に対し、当初

値（平成２９年度調査）の時には「仕事と自分の活動と家庭生活をバランス良く
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重視」のみの割合を指標としており、「仕事と自分の活動を優先」及び「仕事と

家庭生活を優先」に回答した人は含めていませんでした。ワーク・ライフ・バラ

ンスは、仕事と家庭生活や地域活動などの組み合わせ、バランスのとれた働き方

及び生活のあり方のことであるため、中間見直しでは、指標の基準を見直して

「仕事と自分の活動を優先」+「仕事と家庭生活を優先」+「仕事と自分の活動と

家庭生活をバランス良く重視」の割合の合計とした指標も記載しています。 

 

目標３ いきいきと活躍できるまち 指標に関する部分が検討項目です 

ポイント：当目標の実現に向け、施策８「働く場における男女共同参画の推進」、施策 

９「女性の就業・起業の支援」、施策１０「政策・方針決定過程への男女共同参 

画の促進」、施策１１「生涯を通じた健康づくりへの支援」を実施してお 

り、それぞれの主な事業を記載しています。また、表１では、当目標に関する指 

標と令和４年度の中間値を入力しています。６項目の指標うち、指標「再就職の支 

援講座の理解度を高めます。」及び指標「女性の 30～39歳の労働力率を高めます。」 

については、目標値を達成しているため、同様の値を維持していくことが目標にな 

ると考えられます。指標「健康だと思う人の割合を増やします。」については、微 

減していますが、ほぼ同じような値で推移しており、新型コロナウイルスの影響も 

考えられます。 

 

目標４ 連携と協力で取り組みを進めるまち 指標に関する部分が検討項目です 

ポイント：当目標の実現に向け、施策１２「男女共同参画の推進拠点の充実」、施策１３ 

「庁内の男女共同参画の推進」、施策１４「連携と協力による推進体制の整備」 

を実施しており、それぞれの主な事業を記載しています。また、表１では、当目 

標に関する指標と令和４年度の中間値を入力しています。３項目の指標うち、指 

標「『あいパル』が男女共同参画の推進拠点であることを知っている人の割合を 

増やします。」及び指標「役付職員に占める女性の割合を県内市町村平均まで増 

やします。」については、当初値から微減していますが、ほぼ同じような値で推 

移していると考えられます。あいパルについては、あいパルが男女参画の推進拠 

点であることがまだまだ知られていないことが考えられます。ただ、あいパルを 

利用されている方は、男女共同参画の展示を知っている、興味を示している方も 

多くいらっしゃいますので、より多くの方にあいパルへ来所してもらうのも対策 

の一つとして考えられます。市の役付職員については、職員全体の男女比など 

様々な要因がありますが、継続して事業を進めていく必要があります。指標「男 

性職員の育児休業取得率を高めます。」は、大きく値が増えていますので、引き 

続き同様の値を維持することが重要だと考えられます。 
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図３ 令和４年度あいパル利用者アンケート 

 

 

 

 

 

 


